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宅
の
戸
数
を

こ
え
る
場
合
 

の
入
居
者
の
選
考
ば
玉
所
川
原
町
公
営
 

，
一
一
！
．
ー一
．.
?．、
ェ
『
 

、
 

一
、
入
居
期
日
は
町
長
の
入
居
許
可
書
の
 ム
国
蓮
支
部
会
 
二
十
四
日
午
後
七
時
 

臨
時
一
凪
を命
ず
る
 

庶
務
課
勤
務
を
命
ず
る
 

一
月
一
日
付
 

工
 
藤
 
英
 
一
一
 

臨
時
雇
を
命
ず
る
 

臨
時
技
手
 
狽
 
藤
 
善
 
弘

技
手
を
命
ず
る
 

水
道
課
勤
務
を
命
ず
る
 

〔
各
通
）
 

ィ
輔
鍵
、工
業調
査
、
準
伽
調
査
、
 

癌
雄
響
郵

鋳
謄

穀
慧
一
 

票
乙

（
速
記
式
）
作
製
 

一
 

（
基
本
騒
査
一
調
査
対
象
と
な
る
事
業
一
 

新
“
談
麟
鵬
加
臥
羽
上
の
工
業
調
査
 

公
民
舘
行
事
予
定
 

ナ
八
、
二
十
八
日
晩

二
十
日
午
後
六
時

の
勤
王
』
 

毎
週
木
曜
日
 

晩

毎
週
金
曜
日
 

晩
 

逆

瀬

川
清

巳
 

秋荒小鶴新加田木小’ト木山菊鹿長三小高千三古寺長辻飛竹
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被
扶

助
者
に

温

い
贈

り

物
 

今
般
引
揚
援
護
磨
か
ら
通
牒
が
あ
り
老

令
も
と
軍
人
等
に
対
し
て
次
の
要
項
に
よ

り
特
別
給
興
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
た
り

ま
し
た
か
ら
該
当
さ
れ
る
方
は
町
役
場
民

生
課
ま
で
申
川
て
下
さ

い
。
 

記
 

一
、
支
給
対
象
は
、
左
の
各
号
に
該
当
す

る
方
で
す
。
 

ー
普
通
恩
給
又
は
妻
に
支
給
さ
れ
る
扶
助

料
（
但
し
、
公
務
傷
病
又
は
公
務
死
亡
 

に
よ
つ
て
支
給
さ
れ
た
普
通
恩
給
又
は
 
・
接
次
のと
こ
ろ
へ
援
っ
て
下
さ
い
。
 

接
次
の
と
こ
ろ
へ
援
っ
て
下
さ
い
。
 

扶
助
料
を
除

く
。

し
 
に関
す
る
恩
給
証
 
も

と
の
陸
軍
関
係
は
 

墓
泉
都
手
込
郵
便
局
区
内
 

書
又
は
扶
助
料
証
書
を
受
け
た
者
。
 

復
員
局
あ
て
 

2
終
職
後
の
軍
人
恩
給
停
止
の
措
置
に
よ
 

つ
て
そ
の
恩
給
が
支
給
さ
れ
な
く
な
つ
 
も

と
の
海
軍
関
係
は
 

た
者
。
 

東
京
都
中
央
郵
便
局
区
内
 

3
明
治
二
十
六
年

一
月
一
日
以
前
に
川
生
 

第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
へ
 

し
，

昭
和
二
十
七
年
十
二
月

一
日
現
在
  封
筒
表
に
〔
特
別給
興
金
）
と
朱
書
の
こ
と
 

生
存
し
て
い
る
者
。
 

・
ー
‘
 

ー
ー
ー
ー
 

必
要
あ
り
ま
せ
ん
、
 

恩
給
法
の
適
用
を
受
け
る
公
務
員
と
し

そ
の
以
南
に
は
樹
木
は
な
か
つ
た
の
で
、

り
交
付
し
生
活
困
窮
者
を
喜
ぱ
し
た
。
 

一
、

住
 
所
 

て
在
職
し
て
い
る
者
。
」
 

酉
比
利
亜
嵐
に
飛
び
来
る
吹
等
に
民
家
は
 

ハ
 
三
年
の
禁
釧
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
埋
没
し
、

奪
の
下
に
五
所
川
原
村
が
あ
る
 

コ
ー
 
ノ

、
、
』
い
 
一r
一ニ
・
ー
、

、ー
 
つ
 

れ
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
恩
給
法
特
例
と

い
う
悲
惨
な
獣
態
で
あ
つ
た
。
五
代
毛
 

上
r

！メ

す

1
(
'
t
m1
1
ハ
支
い
馴
ポ

メ
工
大

d
 

（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
六
ナ
八
号
）
 内
治
兵
工
は
之
を
救
護
す
べ
く
、
文
化
三
 

ー
一
 

二
一
 ー
 
・
、
 
ノ
 

第
川

W
の
規
定
に
幻
か
も
町
冊
紙
を
受
剃

m
(．四
匂

α
獣
加

の
許
可
を
得
で
、
 

目
干
く

作
り
ま

，
し
 
よ
 

う
 

け
る
権
利
を
失
っ
た
者
。
 

南
北
百
九
十
八
間
，
東
四
西
十
聞

（
七
、
 

昭
和
二
寸
L
自
辰
歳
も所
有
災
蹟
を龍
一
蛇
が八人
兄
弟娘
を
ヒ人
ま
で飲
み
込
み
な如
蘇
移

麓
野

・
明
治
二
年
を
ー
ま
す

い
4
1
 
F
 

l
 

ョ
 

の
和
に
負
ふ
て
昇
火
し
て
行
っ
た
が
人
に
一
八人
目
に
素
難
器
に

退
治
さ
れ
た
水
と

除
叱
斎

恒

m
心
劇
釦
智
な
剃
川
融
伽
勲
 
旺
承
 
弁

」コ
月
p
羊
い

旧
秒
 

誌
輸
籍

鶏

競
篠
一議
験
競
騎
騒
記
鯵
騒
誤
？
網
竃
“
い
撃
鉛
豪
五
所
川
原
町
長
山
内
昼

」
恥恕
瑠
 

な
く
私
を
し
て
言
は
し
む
る
な
ら
ぱ
龍
頭
一
門
が旧
藤
十
二
月
か
ら
八
月
ま
で
吾
々
の
 
殊
に
蛇
は
即
ち
巳
は
陽
気
之
巳
査
也
と
 
居
住
証

明
願
 
」
（
二
通
）
 

蛇
顕
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

一
租
先
た
る当
町
住
民
当
時
人
口
凡
そ
千
七
あ
つ
て

一
陽
来
福
の
年
で
あ
る
と
さ
れ
金
 
ー
 
…
・r
 

な
ん
て
な
れ
ぼ
昭
和
二
十
八
年
は
巳
歳
一
百五
十
人
位
の
内
千
七
百
人
に
」
日
米

一
持
ち
の
神
と
も
言
は
れ
て
い
る
．
 

ョ
君
，
 

ー
；
 
・
、
ー
 

で
あ
乞
て
是
相
川
如
切
蛇
年

t
あ
引
川
”
合
づ
つ
支
給
し
て
救
済
し
た
と
言
ふ
年
で
ー
然
い
加
年
は
剥
如

の
郵
挙
や
我
が
町
 

1
1
1
叩
閏
汰
郷
 

難
m

難
賀
ジ

喬
レ
た
一“耀
瓢

』騒
講
鰻
誤
細
鯵
籍
驚

隷

簿
「

蕩
灘
溝
「
「
難
鎚
躍ど
 

ノ
多
く
の
人
々
は
巳
年
を
嫌
う
傾
向
が
あ
印
象
剖
興

へ
た
結
網
加
ら
倒
あ
加
う
と
思

罰
か

で
知
町

m
多
加
引
如
か
年
『
あ
る
 
を
脚
康
明
願

小
ま
す
 

る
が
そ
れ
は
蛇
の
姿
が
グ

ロ
デ
レ
ク
な
の
ーは
れ
る

o
 

か
ら
町
に
俸
ず
る
者
ば
常

m
非
常

に
即
懸
 
昭
承
 
年
 

ー
月
 

・
日ー

ー
 

と
西
洋
に
於
て
は
ェ
デ
ン
園
の
ア
グ
ム
イ
ー
 
蛇
は
武
千六
百
種
も
種
類
が
あ
る
と
言
す
ど
心
構
を
も
つ
て
町
の
発
展
と
稲
利
滑
 
柔
 

q
鵬
メ
良

プ
に
禁
断
の
実
を
喰
う
ょ
ら
悪
智
意
を
奥
は

れ
て
い
る
が
そ
の
中
で
吾

A
に
害
悪
を
進
の
鴛
め
に

一
大
努
力
す
べ
て
あ
る
と
思
五
所
川
原
町
長
山
内
久
三
郎
殿

へ
た
総
め
と
我
が
朝
に
於
て
は
八
岐
の
大
奥
へ

る
も
の
は
数
種
に
過
ぎ
な
い
と
言
は

い
ま
す
。
‘
 
令

‘
山金
四
郎
）
 

一
 

寸
ょ
り
五
寸
ま
で
六
干
二
百
七
十
本
と
表
一

・
・
一・
・』…
 
？

t
・
？
、
、
い
ト
ひ
「
 

一
・
 
来
亡
人
に
つ
い
て
は
・
夫
の
死
後
か
れ
て
蛇
」
』
 
ー
ノ
ー
二I

ー
ー
ー
メ
‘三戻

ゆ
主
な
る
も
の
は
．
ス
リ
，
店
舗
荒
し
 

再
婚
し
た
こ
と
の
あ
る
者
若
し
く
は
亡
 
該
林
は
当
町
を
保
護
す
る
好
風
で
あ
つ
万
引
等
で
あ
り
ま
す
か
ら
被
害
に
催
ら
な

夫
・
の
遺
族以
外
の
者
の
養
子
と
な
つ
た
た
と
共
に
，
朝
タ
数
千
の
群
烏
が
雲
の
如
い
ょ
ら
夫
分
街
注
意
下
さ

い
‘
 

こ
と
の
あ
る
者

o
 

一く
去
来
す
る
状
況
や
、
風
致
と
い
へ
、
当
 
地
区

警
察
署

二
，
申
込
の
期
日
は
・
昭
和
二
十
七
年
十
一町
名
物
の
ー
ツ
で
あ
つ
た
が
．
宅
地
拡
張
 
地
区
防
犯

協
力
会
 

九
二

O
坪
）

に
白
田
茂
．
黒
田
茂
．
胡
桃
 

・‘
r
 

“
 

・
 

柳
等
の
義
木
を
樹
栽
し
た
。
共
の
成
績
は
 
鯵
寿
 
手
コ
づ

・
 

文
化
十
四
年
四
月
調
に
元
廻
一
尺
」
ハ寸
ょ
一
 

1
一
ニ
 
‘

一
 
，
 

り
四
寸
ま
で
二
千
五
百
三
ト
四
本
‘
文
政
 
皆
様
最
近
当
町
並
附
近
村
落
の
犯
罪
発
 

五
年
閣
正
月
の
噸
活
書
に
溌
廻
一

」
尺
塗
生
件
数
が
急
激
に
珊
加
し
て
お
り
主
す
。
 

但
レ
、
前
記
各
号
に
該
当
す
る
者
で
も

左
の
各
号
の

ー
に
該
当
す
る
も
の
は
．
 

一
，
支
給
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
 

イ
 
．昭
和
二
十
七
年
十
二
月
一
日
現
在
 

 

『
毛
 
内
 
林

』
 

福
士
貞

蔵
 

普
通
恩
給
を
受
け
て
い
る
も
の
o
 
柏
原
大
曲
以
北
に
は
，
葛
西
権
太
の
仕
繁
氏
ょ
り
湯

札
三
百
枚
が
購
ら
れ
た
の
で
 

i
・
・
 
「
一
ー
い

1
」
「

：
i
ノ
 

、

厨
和
“

十
蛇
釦
十
か
月

一
印
恐
立
引

H
る
鋤
か
郵

細
太
彬
山
胡
ぐ
川

去
る
十
二
月
二
十
七
日
町
役
場
で
町
長
よ
 
旅
行
証
明
願
 
（
二
通
）
 

寄
附

者
に
戚

謝

状
交

付
 

当
町
生
活
扶
助
者
九
十
二
世
帯
へ
新
正

の
購
り
物
と
し
て
弘
前
相
互
銀
行
唐
牛
敏

世
氏
ょ
り
八
万
円
．
東
町
対
馬
誼
太
郎
氏

よ
り
カ
レ
ン
ダ

ー
九
十
枚
、
旭
町

一
戸
正
 

本
籍
地
 

現
佐
所
 

一
、
印
鑑
 
⑨
 
甲

野
太

郎
 

昭
和
七
年
主
月
一
日
生
 

右
印
鑑
は
自
分
屈
掛
の
印
鑑
に
相
違
な

い
 

こ
と
を
御
証
明
願

い
ま
す
。
 

昭
和
 
年
 
月
 

・
日
 

右
 
甲

野
太
郎
⑨
 

五
所
川
原
町
長
山
内
久
」
厩
殿
 

註
印
鑑
証
明
願
は
役
場
に
控

一
通
を
必
ら
 

ず
提
出
下
さ
い
。
 

登
記
の
た

め
に
必
要
な
る
印
鑑
証
明
願
 

昭

和

一
一
十
八
年
 

巳
 

の
 
歳
 
に
因
み
て
 

、
・

i

‘

》
、
、

！
‘！
一
 

‘
 

・
●
 
‘・
 
ー
一」
 
、

ー
 

れ
他
の
多
く
の
も
の
は
吾
々
人
間
界
に
と
【
 
、並
 

「
コ
 

つ
て
は
晋
々
に
害
を
な
し
獣
鳥
虫
を
食
し
 

、
族
行
区
間
 
自
五
所
川
原
至
 

て
利
益
を
寧
ろ
輿
へ
て
 
る
し
竣
の
如
宮
 
、
良
】
丁
切町
 
自
 
藍
 

吾
々
に
と
つ
て
害
毒
を
輿

へ
る
も
の
で
さ
 
、
理
 

由
 

い
用
え
士
う
に
よ
つ
て
は
滋
嚢
強
叫一
 
と
一
 
右の
通
り
娘
行
す
る
か
ら
御
証
明
願

い
 

‘加籍魔 

報
 

fj
 

班
 

原
 

!
 

所
 

五
 

日
 

月
”
‘
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一
 

◆
老
八
げ

も

マ
」
軍
人

に

◆
 

”
一
 

特

麗
論
与

金
支
給
 

号
 

二
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
八
年
二
月
二
の

た
め
と
は
い
へ
．
昭
和
の
前
後
六
七
ケ

十
八
日
ま
で
と
す
る
。
 

年
間
に
於
て
其
の
影
を
没
し
た
る
は
、
淘

三
，
支
給
金
額
は
，
 一
人
当
り
金
二
千
円
に
惜
し

い
事
を
し
た
、
の
で
あ
る
。
 

各
種
識

明
願
書
式
 

と
す
る
。
 
．
 

委
細
は
偉
人
堂
境
内
に
在
る
【
毛
内
翁
 
記
載

例
 

四
、
申
込
は
二
部
作
成
の
上
本
人
よ
り
直
土
功
之
碑
』
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
 

印
鱒
証
明
願
 

一
載

例
 

（
前
号
に
続
く
〕
 

r鑑
証
明
願
 
（
二
通
）
 

身

分
証

明
願
 

（
一
一
通
）
 

本
籍

地
 

筆
頭
者
 
甲

野
一
郎
長
男
 

甲

野
太

郎

o
 

昭
和
七
年
三
月
一
日
生
 

一
，
家
賃
分
散
，
身
代
限
り
の
処
分
を
受
 

け
た
こ
と
な
し
 

一
、
禁
治
産
，
準
禁
治
産
者
の
宜
告
を
受
 

け
た
こ
と
な
し
 

右
御
証
明
願

い
ま
す
 

昭
和
 
年
 

月
 

B
 

右
 
甲

野
太
郎

⑩
 

五
所
川
原
町
長
山
内
久
「
廊
殿
 

註
身
分
証
明
願
は
本
籍
地
の
役
場
で
な
け
 

れ
ば
証
明
山
来
ま
せ
ん
。
 

△
山
 
生
 

兼
次
郎
 
二
男

尾
崎
 
誠
治

光
 
夫
 
長
男

一
戸
 
光

悦

辰
五
郎
 
長
男

前
 
田
 
悟

幸
．
雄
 
長
男

佐
藤
 
公

則

八
三
郎
 
長
女

工
藤
美
奈

子

興

一
郎
 
長
男
 

伊
香
一

茂
樹

長
 
造

一
一
男

一
戸
 
豊

教

重
 
郎
 
長
男

小
 
野
 
隆

正
 
勝
 
長
女

川
村
 
和

子

正
 
一
 
三
女

一
戸
恵
美

子

信
 
吉
 
三
男

高

橋
美
津

夫

武
次
郎
 
四
男
 

新
岡
 

武
雄

守
 
夫
 
長
男
 

準

山
 
排

一
 

元
 
町
 

昌
 
利
 
長
女
 

三
 
上
 
る
 
み
 

錦
 
町
 

信
 
雄
 
一
一女
 

新
谷
 

佳
子
 

柳
 
町
 

中
不
井
町
 

旭
 
町
 

田 寺 木 川 新 

町
 

端
町

町
 

町
 

町
 

中
不
井
町
 

》
  

敗
島
町

田
 
町

敗
島
町

新
宮
町
 

A
死
 
亡
 

宮

本
 
源
八
、
兄
）
 
下
準

井
町
 

佐
々
木
重
次
郎

（
6
5） 
上
不
井
町
 

惣
 
一
 
母
 

鶴
谷
 

た
 
ま
（山
）
 
田
 
町
 

清
 
治
 
妻
 

佐
々

木
っ

る
 （
5
6） 
下
平
井
町
 

正
 
蔵
 
三
男
 

中

村
 
義
昭
（
ー
）
 

本
 
町
 

小
田
桐
松
「
露

（
の
）
 
下
半
非
町

春
藤

作
之

助
（

6
7） 
柳
 
町

浮
田
長
太

郎

（
5
7） 
上
平
井
町
 

清
 
吾
 
妻
 

加
藤
だ

け
よ

（
5
5） 
禰
生
町
 

仙
 
吉
 
妻
 

上
見
 

マ
 
サ
 
（5
4） 
大
 
町
 

小
山
内
善
之
助
（
刀
）
 
幾
島
町
 

由
 
吉
 
妻
 

鶴
谷
 
り
 
五

（
6
6） 
柏
原
町
 

新
年
を
迎
え
る
に
当
っ

て
，
何
は
と
も
あ
れ
濁

立
の
罰
し
い
年
の
お
得

び
を
申
ヒ
げ
ま
す
。
そ

し
て
今
年
は
わ
れ
わ
れ

に
と
つ
て
本
当
に
良
き

年
で
あ
る
ょ
う
心
か
ら
 

ね
が
う
と
と
も
に
、
と
の
期
待
を
実
現

す
る
た
め
に
、
 も
つ
と
も
つ
と
わ
れ
わ

れ
自
身
の
努
力
を
維
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
 

マ
 

町
報
も
皆
様
の
御
協
力
に
よ
り
ま
し
て

お
蔭
様
で
順
調
に
育
つ
て
来
ま
し
た
。
 

い
ら
ま
で
も
な
く
市
町
村
巌
報
活
動
は

民
主
主
義
の
三
原
則
で
あ
る
。
民
意
の

反
映
と
公
表

と
公
開
，
公
務
運
宮
を
推

し
進
め
る
手
段
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
 ▽

 

町
報
の
内
容
が
極
め
て
地
味
で

あ
り
，
 

然
も
新
聞
と
異
つ

た
性
格
を
も

つ
て
い

る
が
、
今
年
か
ら
は
町
民
皆
様
ょ
り
積

極
的
な
御
寄
稿
も
願

い
、
健
に
役
に
立

ち
得
る
町
報
と
致
し
た
い
念
願
で
す
。
 

何
分
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

▽
 

 

新
年
に
当
り
皆
様
の
御
健
康
を
心
か
ら

御
析
り
申
上
げ
ま
す
。
 

（
貴
 報
 
係
）
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